
県
道

道
路
の
種
類

第

三

百

四

十

三

号

令

和

四

年

十

月

二

十

八

日

高
山
停
車

場
線

路
線
名

高
山
市
花
里
町
六
丁
目
一
〇
四
番

地
先
か
ら

同

市
花
岡
町
一
丁
目
一
八
番
一

地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

上
下
線

指
定
の

部

分

備

考

目

次

告

示

○
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定

(

道
路
維
持
課)

四
三
一
ペ
ー
ジ

○
土
岐
都
市
計
画
道
路
事
業
の
認
可

(

都
市
整
備
課)

四
三
一

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
シ
ス
テ
ム
課)

四
三
二

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

四
三
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号)

第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
岐
都
市
計

画
道
路
事
業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日



一

施
行
者
の
名
称

土
岐
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

土
岐
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
六
・
二
十
二
号

浅
野
陶
元
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町
一
丁
目
、
肥
田
浅
野
朝
日
町
一
丁
目
並
び
に
肥
田
浅
野

梅
ノ
木
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目

使
用
の
部
分

な
し公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(
平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
２
月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
４
月
14日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
三
丁
目
23番
20号

株
式
会
社
大
塚
商
会
中
部
支
店

支
店
長
猪
岡
義
昭

６
落
札
金
額
252,986,800円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
清
流
の
国
推
進
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
情
報
シ
ス
テ
ム

係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量
新
庁
舎
複
合
機
複
写
料
の
単
価
契
約
142台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
７
月
８
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
８
月
19日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
薮
田
東
二
丁
目
８
番
13号

株
式
会
社
ジ
ム
ブ
レ
ー
ン

代
表
取
締
役
栗
本
真
治

６
落
札
金
額
460,588,920円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
清
流
の
国
推
進
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
情
報
シ
ス
テ
ム

係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
四

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
一
四
一

号
の
八

令
和

三
・
一
二
・
二
二

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
二
〇

三
号

平
成
三
〇
・
一
〇
・
一
一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第

二
〇
〇
号
の
三

平
成
三
〇
・
一
一
・
一
三

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第

二
一
九
号

令
和
二
・
一
〇
・
一
五

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第

二
一
九
号
の
二

令
和
三
・

一
・
一
四

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第

四
号

令
和
四
・

八
・
一
八

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
三

五
号
の
六

令
和

四
・

一
・
二
六

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第

一
六
六
号
の
一
五

令
和
四
・

九
・
二
一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
一

七
号
の
三

令
和

二
・
一
一
・
三
〇

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第

一
四
四
号
の
三
二

令
和
三
・
一
一
・

五

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第

一
六
六
号
の
一
二

令
和
四
・

八
・
二
二

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

安
八
郡
安
八
町
牧
字
十
八
町
三
七
四
七
番
一
、
三
七
四
八
番
一
、
三
七

安
八
郡
安
八
町
森
部
字
南
沼
一
七
四
一
番
一
、
一
七
四
二
番
一
、
一
七

四
三
番
一
、
一
七
四
三
番
二
、
一
七
四
四
番
一
及
び
安
八
町
所
管
法
定

外
公
共
物(

道
路)

の
一
部

【
第
一
工
区
】

海
津
市
南
濃
町
庭
田
字
口
庭
田
八
二
九
番
四
の
一
部
、
八
二
九
番
一
一

か
ら
八
二
九
番
一
五
ま
で
、
八
二
九
番
一
六
の
一
部
及
び
海
津
市
所
管

法
定
外
公
共
物(

水
路)

羽
島
郡
岐
南
町
若
宮
地
二
丁
目
一
一
番
か
ら
一
四
番
ま
で
、
羽
島
郡
笠

松
町
江
川
字
向
野
一
一
番
一
か
ら
一
一
番
三
ま
で
、
一
二
番
及
び
笠
松

町
所
管
法
定
外
公
共
物(

水
路)

【
第
一
工
区
】

本
巣
市
温
井
字
新
田
二
〇
七
番
の
一
部
、
二
〇
八
番
、
二
一
一
番
一
、

二
一
二
番
か
ら
二
一
四
番
ま
で
の
各
一
部
、
二
一
六
番
か
ら
二
一
九
番

ま
で
、
二
二
〇
番
の
一
部
、
二
二
一
番
の
一
部
、
二
二
二
番
一
の
一
部

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
七
番
一
号

岐
阜
県
大
垣
市
寿
町
三
三
番
地

大
安
建
設

株
式
会
社

代
表
取
締
役

稲

川

鉄

心

岐
阜
県
大
垣
市
今
宿
六
丁
目
五
二
番
地
一
八

岐
阜
県
土
地
開
発
公
社

理
事
長

市

川

篤

丸

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
九
丁
目
一
八
九
番
地

亀
屋
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山

崎

哲

也

岐
阜
県
本
巣
市
文
殊
三
二
四
番
地

本
巣
市
長

藤

原

勉

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

� � � �
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� � � �
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� � � �
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一
号
の
九

令
和

四
・

二
・
二
八

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第

一
六
六
号
の
一
三

令
和
四
・

九
・
一
六

四
九
番
三
の
一
部
、
三
七
四
九
番
五
の
一
部
、
三
七
四
九
番
六
及
び
安

八
町
所
管
法
定
外
公
共
物(

水
路)

住
友
化
学
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岩

田

圭

一

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

� � � �
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